
チャレンジャーさんへ    ほっとハウス厨房利用ルール（厳守） 

 項目 内容 備考 

１ 取得許可 
「飲食営業許可」「菓子製造許可」「惣菜製造許可」 

この厨房で作ったものは、販売できます。 

◆「ほっとハウス」からの持ち出し販売に

ついては、ご相談ください。 

２ 使用できるもの 
●電気、ガス、水道  ●調理器具、食器、炊飯器等の備品 

●ハンドソープ、手指消毒液 ●茶碗洗い用のスポンジ、洗剤 

 

３ 現状回復 
利用終了時には、利用した設備を元通りにしてください。（床掃除など

も含みます。） 

 

４ 利用時間 
利用時間には、準備、後片付け、掃除（現状回復）の時間が含まれます。  

５ 利用権の譲渡 
利用承認を受けた権利を、他の人に譲る事は出来ません。  

６ 弁償 
施設及び器具などを傷つけたり壊したりした時は、相当額の弁償をして

いただきます。 

 

７ ゴミ 
ご利用の際生じたゴミは、すべてお持ち帰りください。  

８ 禁煙 
「ほっとハウス」禁煙です。  

９ その他 

●利用者の持ち込み物や商品の破損・紛失、商品やサービスに関するト

ラブルなどについて、一切責任を負いません。ご了承ください。 

●冷蔵庫内に厨房レンタル利用時間用食材スペースがあります。ご活用

下さい。冷凍庫が必要なときは事前にご相談ください。 

●チャレンジ登録された方用の調味料等置き場（月単位・有料・常温・

数に限りあり）を設けました。詳しくはお問合わせください。 

利用者各自で持参いただくもの 

◆ふきん類、ごみ袋、ラップ、ホイル等 

◆販売用の容器類、筆記具、セロテープ、

輪ゴム、小袋など 
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この厨房利用ルールは 

予告なく変更する場合があります。 

http://hothouse-mj.net/

